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精神障害の現状（患者数、傷病手当金の状況、自殺者数） 

 

 

 

１ 精神疾患を有する総患者数の推移（入院・外来別） 

２ 精神障害の患者数の推移（全体・男女別） 

３ 精神障害の患者数の推移（65歳未満・男女別） 

４ 精神障害の患者数の推移（外来・年齢階層別） 

５ 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合 

６ 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合（年齢階層

別） 

７ 職業別自殺者数の年次推移 

８ 被雇用者・勤め人の自殺者数の推移（年齢階層別） 

９ 自殺者総数のうち、勤務問題を原因・動機の１つとするものの割合の推移 

10 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（職業別） 

11 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（年齢階層別） 

12 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（原因・動機詳細別） 
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１ 精神疾患を有する総患者数の推移（入院・外来別） 

 

（資料出所）厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成した

数値。 

（注１）精神障害者の数は、ICD-10の「Ⅴ精神及び行動の障害」から知的障害（精神遅滞）を除

いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。 

（注２）平成 23年の調査では、宮城県の一部と福島県を除いている。 

（厚生労働省「精神障害にも対応した地域包括ケア 

システム構築のための手引き（2020年度版）」） 
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２ 精神障害の患者数の推移（全体・男女別） 

 
（資料出所）厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成した数

値。 

（注１）精神障害者の数は、ICD-10の「Ⅴ精神及び行動の障害」から知的障害（精神遅滞）を除

いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。 

（注２）平成 23年の調査では、宮城県の一部と福島県を除いている。 

（注３）割合は、小数点第四位以下を切り捨てした数値。 

（内閣府「障害者白書」令和３年、平成 30年、平成 27年） 

 

３ 精神障害の患者数の推移（65歳未満・男女別） 

 

（資料出所）厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成した数

値。 

（注１）精神障害者の数は、ICD-10の「Ⅴ精神及び行動の障害」から知的障害（精神遅滞）を除

いた数に、てんかんとアルツハイマーの数を加えた患者数に対応している。 

（注２）年齢が不詳なものは患者数に含んでいない。 

（注３）四捨五入で人数を出しているため合計が一致しない場合がある。 

（内閣府「障害者白書」令和３年、平成 30年、平成 27年）  
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４ 精神障害の患者数の推移（外来・年齢階層別） 

 

（資料出所）厚生労働省「患者調査」より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成した数

値。 

（注１）平成 23年の調査では、宮城県の一部と福島県を除いている。 

（注２）四捨五入で人数を出しているため、合計が一致しない場合がある。 

（内閣府「障害者白書」令和３年） 
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５ 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合 

 

（全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告」） 

  

25.64
26.31

25.55 25.67
26.51

27.51 27.60
28.60

29.09

31.30
32.72

23.29 23.84
23.48 23.69

24.43
25.31

25.68 26.32
26.71

28.41
29.75

29.44 30.14
28.73 28.61 29.53

30.62 30.24
31.66

32.21

34.97

36.44

15

20

25

30

35

40

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 ２年

総数 男 女

（平成） （令和）

（％）



2－6 

 

６ 傷病手当金受給者件数に占める「精神及び行動の障害」の割合（年齢階層

別） 

 

（全国健康保険協会「現金給付受給者状況調査報告」） 
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７ 職業別自殺者数の年次推移 

 

（資料出所）警察庁の自殺統計原票データに基づき厚生労働省で作成。 

（注）無職者には、主婦、失業者、年金・雇用保険等生活者、その他の無職者等が含まれる。 

（厚生労働省「過労死等防止対策白書」令和３年版） 

  

3,206 3,202 2,738 2,689 2,299 2,129 1,840 1,697 1,538 1,445 1,483 1,410 1,266 

8,997 9,159 
8,568 8,207 

7,421 7,272 7,164 6,782 6,324 6,432 6,447 6,202 6,742 

972 945 
928 1,029 

971 918 874 835 
791 817 812 888 1,039 

18,279 18,722 
18,673 

18,074 

16,651 16,465 
15,163 

14,322 
12,874 12,280 11,776 11,345 

11,718 

795
817

783
652

516 499

386
389

370 347 322
324

316

32,249 
32,845 

31,690 
30,651 

27,858 
27,283 

25,427 
24,025 

21,897 
21,321 20,840 

20,169 
21,081 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2

（人）

（年）

不詳

無職者

学生・生

徒等

被雇用

者・勤め

人

自営業・

家族従業

者

平成 令和



2－8 

 

８ 被雇用者・勤め人の自殺者数の推移（年齢階層別） 

 

 

（内閣府「自殺対策白書」平成 24年版～平成 27年版） 

（厚生労働省「自殺対策白書」平成 28年版～令和３年版） 
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９ 自殺者総数のうち、勤務問題を原因・動機の１つとするものの割合の推移 

 

（資料出所）警察庁の自殺統計原票データに基づき厚生労働省で作成。 

（厚生労働省「過労死等防止対策白書」令和３年版） 
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10 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（職業別） 

 
（資料出所）警察庁の自殺統計原票データに基づき厚生労働省で作成。 

（注）無職者には、主婦、失業者、年金・雇用保険等生活者、その他の無職者等が含まれる。 

（厚生労働省「過労死等防止対策白書」令和３年版） 

 

  

181 179 151 178 194 143 137 155 136 130 149 145 141

1,845 
2,006 2,078 

2,149 
1,982 

1,895 1,902 1,800 
1,657 1,685 1,657 1,596 1,583 

361

324
338

339

283

261
181

190

176 164 201
190 187

2,412 

2,528 
2,590 

2,689 

2,472 

2,323 
2,227 

2,159 

1,978 1,991 2,018 
1,949 1,918 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2

不詳

無職者

学生･生徒

等

被雇用者･

勤め人

自営業･家

族従業者

（人）

（年）

平成 令和



2－11 

 

11 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（年齢階層別） 

 

（資料出所）警察庁の自殺統計原票データに基づき厚生労働省で作成。 

（厚生労働省「過労死等防止対策白書」令和３年版） 
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12 勤務問題を原因・動機の１つとする自殺者数の推移（原因・動機詳細別） 

 

（資料出所）警察庁の自殺統計原票データに基づき厚生労働省で作成。 

（厚生労働省「過労死等防止対策白書」令和３年版） 
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